
7 病院事業会計 1 款 1 項 3 目 経費　委託料

委託担当

１

２

３ ■ 期間

４ ■ 確定契約 □ 概算契約

５

６ ■ 不要

□ 要 （ 月 日 時 分 場所 ）

７ 契 約 概 要

個人情報取扱特記事項

電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項

現 場 説 明

本設計書は、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの期間に対応するものです。

契 約 区 分

その他特約事項 委託契約約款第22条第１項に係る特記仕様書

履 行 期 間 令和7年10月1日 から 令和9年9月30日 まで

（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

履 行 場 所 横浜市立市民病院（横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号）

竹迫
たけさこ

　英一
えいいち

番号 電　　　話 045-534-3638

設　　計　　書

横浜市立市民病院 経営戦略課

令和 年度

受付 種　　目　　番　　号
連絡先

担当者名
たんとうしゃめい

件 名 病院総合情報システム等運用管理業務委託



８

■ す る （ 6 回 以 内 ）

□ し な い

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　　）で囲む。
※期間内に「うるう年」が含まれる場合も、通常年と同様とします。

消費税及び地方消費税相当額

￥

委 託 代 金 額

￥

内 訳 業 務 価 格

￥

システム運用管理（令和7年度） 10月～3月 6 箇月

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価 金額

部 分 払



■

□

合　計

消費税

小　計

 (2) 諸経費 6 月

 (1) 人件費 6 月

摘要
概算数量 (円) (円)

システム運用管理 令和７年度

名称 形状寸法等
確定数量

単位
単価 金額



8 病院事業会計 第 1 款 1 項 3 目 経費　委託料

委託担当

１

２

３ ■ 期間

４ ■ 確定契約 □ 概算契約

５

６ ■ 不要

□ 要 （ 月 日 時 分 場所 ）

７

令和 年度

受付 種　　目　　番　　号
連絡先

担当者名
たんとうしゃめい

件 名 病院総合情報システム等運用管理業務委託

横浜市立市民病院 経営戦略課

履 行 場 所 横浜市立市民病院（横浜市神奈川区三ツ沢西町1番1号）

竹迫
たけさこ

　英一
えいいち

番号 電　　　話 045-534-3638

設　　計　　書

本設計書は、令和8年4月1日から令和9年9月30日までの期間に対応するものです。

契 約 区 分

その他特約事項 委託契約約款第22条第１項に係る特記仕様書

履 行 期 間 令和7年10月1日 から 令和9年9月30日 まで

（地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約）

契 約 概 要

個人情報取扱特記事項

電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項

現 場 説 明



８

■ す る （ 18 回 以 内 ）

□ し な い

※単価及び金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない金額
※概算数量の場合は、数量及び金額を（　　　）で囲む。
※期間内に「うるう年」が含まれる場合も、通常年と同様とします。

業務内容 履行予定月 数量 単位 単価 金額

部 分 払

システム運用管理（令和9年度） 4～9月 6 箇月

システム運用管理（令和8年度） 4～3月 12 箇月

委 託 代 金 額

￥

内 訳 業 務 価 格

￥
消費税及び地方消費税相当額

￥



■

□
名称 形状寸法等

確定数量
単位

単価 金額

　(1)人件費 12 月

摘要
概算数量 (円) (円)

システム運用管理 令和8年度

システム運用管理 令和9年度

　(2)諸経費 12 月

　(2)諸経費 6 月

　(1)人件費 6 月

合　計

消費税

小　計



病院総合情報システム等運用管理業務委託仕様書 
 

本仕様書は、横浜市立市民病院（以下「当院」という。）が委託する病院総合情報システム等運用

管理業務について、受託者が実施すべき業務内容を定めるものである。 

 

１ 委託業務名 

病院総合情報システム等運用管理業務委託 

 

２ 背景及び目的 

(1) 背景 

当院は平成 19 年度に電子カルテシステム及び各部門に対応した情報システム（以下「部門

システム」という。）からなる医療情報システムを構築、平成 20 年度から運用を開始し、令和

２年の病院移転の際に病院総合情報システムとして再構築した。 

また、横浜市総務局が運用管理を行っている横浜市行政情報ネットワーク（YCAN）の下部ネ

ットワークとして横浜市医療局病院経営本部行政情報ネットワーク（病院 YCAN）を構築してお

り、病院総合情報システムとともに当院で運用管理を行っている。 

さらに病院移転後には、他の医療機関等との連絡調整や医療職による学術研究での利用を目

的としたインターネット環境の整備を行うとともに、患者や職員が利用できる Wi-Fi 環境を構

築した。現在、これらの病院総合情報システムをはじめとした各システム（以下「病院総合情

報システム等」という。）は当院の運営に必要不可欠なものとなっており、今後も引き続き安定

的に運用できることが求められている。 

(2) 目的 

本業務は、病院総合情報システム等について診療に影響を及ぼさないよう 24 時間 365 日安

定稼働させ、当院の運営が円滑に進むよう環境を整えることを目的とする。 

 

３ 履行場所 

横浜市立市民病院（横浜市神奈川区三ツ沢西町１番１号） 

 

４ 履行期間 

令和７年 10 月１日から令和９年９月 30 日まで  

（地方自治法第 234 条の３に基づく長期継続契約） 

 

５ 業務の概要 

本委託では以下の業務を行うこととし、業務に必要な業務従事者（以下「オペレーター」とい

う。）を配置すること。 

(1) 病院総合情報システム等に係る稼働管理支援 

(2) 病院総合情報システム等に係る運用支援 

(3) 病院総合情報システム等に係る障害・不具合対応 

(4) 病院総合情報システム等の更新作業に係る支援 

(5) 停電・災害等の緊急対応 

 

６ 対象システム等 

本委託の対象となるネットワーク、システム、ソフトウェア及びハードウェア（以下「対象シ

ステム等」という。）は、別紙のとおりとする。 

なお、対象システム等を追加・変更する場合は、追加・変更日の１か月前を目途として委託者

から受託者に通知するものとし、追加・変更による業務量の増加が著しいと考えられる場合は、

その対応について委託者受託者協議のうえで決定する。 

 

７ 業務時間等 

(1) 業務時間は 24 時間 365 日とし、常にオペレーターを１名以上配置すること。 

(2) 当院職員の標準的な勤務時間である平日の日中帯（８時 30 分から 17 時 15 分）については、

委託者が院内に用意する待機場所（オペレーター室）で問合せの電話対応を主業務とする者



１名以上及び現場作業を主業務とする者１名以上の計２名以上のオペレーターを配置するこ

と。ただし、11(2)-1 シに記載する電気設備の年次点検（以下「法定停電」という。）及び 11(2)-

1 スに記載するサーバー再起動においては、平日の日中帯でなくとも計２名以上のオペレー

ターを配置すること。 

 なお、配置にあたっては、年度末や年度始めなどの繁忙期があることを考慮すること。 

(3) 傷病その他の突発的な事情によりオペレーターを予定どおり配置できない場合は、委託者受

託者協議のうえで対応を決定する。 

 

８ 管理責任者、オペレーター及び現場責任者の選定 

(1) 受託者は、オペレーターへの業務の遂行に関する指示、作業状況の把握及びその他の管理を

行う者（以下「管理責任者」という。）を選定し、書面により委託者に通知すること。 

(2) 受託者は、委託業務を行うオペレーターを選定し、書面により委託者に通知すること。 

(3) 受託者は、オペレーターの中から業務遂行の指導監督を行う者（以下「現場責任者」という。）

を選定し、書面により委託者に通知すること。 

 

９ オペレーターの要件 

(1) オペレーターとなる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア IT 及び医療に関する一般的な用語を理解していること。 

イ Microsoft Windows の主な機能を把握しており、基本的な操作に加えて設定や周辺機器の

接続を行えること。 

ウ Microsoft Office の主な機能を把握し、利用できること（少なくとも Excel でのグラフ作

成やデータ分析、Access でのクエリの作成やデータ抽出を行えること）。 

エ Microsoft Windows Server の操作経験があり、MMC（Microsoft Management Console：マ

イクロソフト管理コンソール）等の管理ツールを用いて CPU やメモリ、ディスクなどのリ

ソース監視やパフォーマンス確認を行えること。 

オ Windows リモートデスクトップ、SKYSEA Client View 等のリモートデスクトップ機能を利

用し、病院職員からの問合せ対応や不具合対応を行えること。 

カ 日本電気株式会社製の電子カルテシステム（MegaOak HR）及び医事会計システム（MegaOak 

IBARS）に関する基礎的な知識を有し、基本的な操作及び設定を行えること。 

キ パソコン・プリンター等のハードウェアに関する基礎的な知識を有し、設定及び設置を行

えること。 

ク サーバーのリソース監視やパソコン・プリンター等のハードウェア管理に必要なシステム

ログの確認及び内容の把握ができること。 

ケ ウェブサイト等で公開されている当院の基礎的な情報（病床数、診療科名、部門名、部署

名、病院の特色など）について把握していること。 

コ 患者や当院職員に不快感を与えたり、トラブルを起こしたりしないよう、一般的なコミュ

ニケーションスキルを有していること。また、問合せ対応等の際に日本語を用いたわかり

やすい説明ができること。 

サ 個人情報の保護に関する法律及び関連法規についての研修を受講しており、個人情報保護

の重要性及び情報漏洩時の社会的影響を十分に理解して行動できること。 

シ その他当院が定める要綱・要領等について、その内容を遵守すること。 

ス Excel VBA 及び Access VBA のコードを理解でき、基本的なプログラミングが可能である

こと。 

セ リレーショナルデータベース及び SQL に関する基礎的な知識を有し、Microsoft SQL 

Server や Oracle Database で管理するデータベースに対し、ODBC データソースの設定、監

視及び制御を行えること。 

ソ HTML（Hyper Text Markup Language）及び CSS（Cascading Style Sheets）に関する基本

的な知識を有し、簡易な Web ページの作成及び修正を行えること。 

タ IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が実施する「情報処理技術者試験」（経済産業省が

認定する国家試験）のうちいずれかに合格しているか、一般社団法人 日本医療情報学会が

実施する「医療情報技師検定試験」に合格していること。 

チ 日本電気株式会社製の電子カルテシステム（MegaOak HR）及び医事会計システム（MegaOak 

IBARS）の運用管理業務について、１年以上の実務経験があること。 



ツ ネットワーク運用管理に関する基本的な知識を有し、ping、tracert 等のコマンドを用い

て障害時の切り分け・復旧作業が行えること。 

 

(2) 現場責任者となる者は、以下の要件を満たすこと。 

ア 一般社団法人 日本医療情報学会が実施する「医療情報技師検定試験」に合格しているこ

と。 

イ 日本電気株式会社製の電子カルテシステム（MegaOak HR）及び医事会計システム（MegaOak 

IBARS）の運用管理業務について、病床数 400 床以上の総合病院において連続２年以上の実

務経験があること。 

 

10 オペレーターの配置 

(1) 受託者は、月ごとのオペレーター配置予定をあらかじめ委託者に連絡すること。 

(2) 受託者は、オペレーターを追加・交代させる場合、追加・交代予定日の１か月前までに書面

により委託者に通知すること。また、新たにオペレーターとなる者を追加・交代予定日までの

間に７(1)(2)に定める配置数とは別に配置し、業務の概要を把握する機会を１か月程度確保

すること。 

 なお、やむを得ない事情により９の要件を満たしていない者を新たにオペレーターとなる

者とする場合は、事前に委託者の許可を得ること。 

(3) 受託者は、現場責任者を他の者に交代させる場合、交代予定日の１か月前までに書面により

委託者に通知すること。また、交代までの間に新旧の現場責任者を同時に業務させるよう配

置し、引継ぎを行う機会を１か月程度確保すること。 

 

11 委託業務の内容 

本委託では以下の業務を行うこととする。 

なお、業務の具体的な履行方法については、委託者受託者協議のうえで決定する。 

(1) 病院総合情報システム等に係る稼働管理支援 

ア 基本業務 

(ｱ) サーバーの管理（設定、点検等） 

(ｲ) ネットワーク機器の管理（設定、点検・清掃等） 

(ｳ) クライアント端末（パソコン、スマートフォン、再来受付機等）の管理（設定・設置、

点検・清掃等） 

(ｴ) クライアント運用管理ソフトウェアによるクライアント端末情報の管理 

(ｵ) 周辺機器（プリンター等）の管理（設定・設置、点検・清掃等） 

(ｶ) 周辺機器（プリンター等）の消耗品（トナー等）の交換 

(ｷ) 自動起動設定をされたクライアント端末及び周辺機器の起動確認 

(ｸ) 自動起動設定を施せないクライアント端末及び周辺機器の手動起動 

(ｹ) サーバー等のバックアップメディアの交換、管理 

(ｺ) システム保守ベンダーによるリモートメンテナンスの接続管理 

(ｻ) サーバールームを含むセキュリティエリアへの入退室管理、室内環境管理 

(ｼ) その他、対象システム等の運用管理に必要な物品の管理 

イ サーバー稼働状況の確認 

ア(ｱ)の点検の一環として、サーバーの稼働状況及びサーバーを設置しているサーバール

ーム等の室内環境について、以下の項目を１日４回６時間ごと（０時・６時・12 時・18 時）

に確認すること。確認したうえで何らかの問題が発生していた場合は、委託者に報告し、適

切な対応を行うこと。 

(ｱ) ネットワーク疎通、レスポンス状況 

(ｲ) CPU、メモリ及びディスクの負荷状況 

(ｳ) ディスクの空き容量、データベースのディスク占有量 

(ｴ) 各種ログ（アクセスログ、イベントログ、エラーログ、バックアップログ等） 

(ｵ) 再起動状況 

(ｶ) サービスプログラム及び常駐プログラムの起動状況 

(ｷ) ウイルス対策ソフトのウイルス定義ファイル更新状況 

(ｸ) バックアップメディアの接続・装填状況 



(ｹ) 給電状況、UPS（Uninterruptible Power Supply：無停電電源装置）のバッテリー残量 

(ｺ) サーバールーム等の室温及び空調稼働状況 

ウ システム稼働状況の確認 

対象システム等に係るシステム障害・不具合が診療に影響を与えないよう、イの６時に行

う点検時に併せて、対象システム等が正常に起動し操作可能なことを目視で確認すること。

11(2)-1 シに記載する法定停電及び 11(2)-1 スに記載するサーバー再起動においても、同様

の確認を行うこと。 

 

(2) 病院総合情報システム等に係る運用支援 

ア 問合せ一次窓口としての対応 

経営戦略課情報システム担当事務室及びオペレーター室に向けた、当院職員からの病院総

合情報システム等についての問合せの窓口となること。問合せを受けた場合、必要に応じて、

詳しい状況をヒアリングする、遠隔操作機能を用いてクライアント端末の画面を確認するな

どの方法により問合せ内容を正しく把握し、適切に対応（質問への回答、操作支援等）する

こと。 

イ システム保守業者への調査依頼 

アにおいてオペレーターの判断のみで回答や対応することが難しい場合は、問合せ者の氏

名及び連絡先を確認したうえで対応を保留し、保守業者や委託者に確認した後に対応するこ

と。保守業者への質問や調査依頼については、あらかじめ取り決めた様式を用いて行い、進

捗を管理すること。 

ウ 問合せ内容の記録・集計 

アで対応した問合せについて、その内容及び対応を記録すること。また、記録した問合せ

内容及び対応について、横断的な検索・集計ができるように Excel 又は Access 形式でデー

タベースを構築し、委託者と共有すること。 

エ FAQ（Frequently Asked Questions：頻繁に尋ねられる質問） 

ウの集計を参考に頻繁に尋ねられる質問について回答集を作成し、委託者と情報共有する

こと。 

オ 運用周知支援【随時】 

委託者が行う病院総合情報システム等の運用周知を目的とした資料の配布・掲示作業の支

援を行うこと。 

カ 保守作業員への案内【随時】 

病院総合情報システム等の保守業者による作業が円滑に進むよう、院内の対象システム等

設置場所まで保守作業員を案内すること。 

キ 保守作業立会い【随時】 

保守業者による保守作業に委託者が立会うのが困難な場合に委託者の代わりに作業に立

ち合い、その作業の進捗確認をすること。 

ク 申請書類の受領・保管【随時】 

当院職員から提出される病院総合情報システム等に係る各種申請書について、委託者の指

示に従い受領・保管すること。 

 

(2)-1 電子カルテシステム及び部門システムに係る個別運用支援 

ア システム及び機能の設定【随時】 

(ｱ) システム利用者情報（ユーザーアカウント）の登録・修正・削除 

(ｲ) システム利用者の認証情報（パスワード、生体情報等）の登録・修正・削除 

(ｳ) 各種システムのマスタ登録・修正（職員権限登録を含む）・削除 

(ｴ) 電子カルテシステムの記事入力に用いるテンプレート画面の作成・修正・削除 

(ｵ) 電子カルテシステムの文書入力に用いる文書の作成・修正・削除 

(ｶ) 電子カルテシステムの予約基本・月例スケジュールの作成・修正・削除・展開及び 

  展開済み予約枠の修正（休診・併診制限依頼への対応） 

(ｷ) 電子カルテシステムの予約項目の作成・修正・削除 

(ｸ) 電子カルテシステムへの新規アプリケーションのインストールや変更への対応 

(ｹ) グループウェアのユーザー情報の登録・修正・削除、ページの作成・修正・削除、スケ

ジュール・掲示板・キャビネットの項目の作成・修正・削除、カレンダー設定 



イ ファイルサーバーのデータ復旧【随時】 

当院職員からファイルサーバーのデータを誤って削除してしまった旨の問合せを受けた

場合は、バックアップデータから可能な限りデータを復旧すること。 

ウ 医療データ提供【随時】 

当院職員から提供依頼のあった病院総合情報システム内に格納されている医療データに

ついて、DWH（データウェアハウス）システム等を用いてデータを抽出し、当該職員に提供す

ること。 

エ 画像データ提供【随時】 

当院職員から提供依頼のあった病院総合情報システム内に格納されている画像データ

（DICOM・JPG 画像等）について、各種システムを用いて画像を各種メディアに書き込みし、

当該職員に提供すること。 

オ 統計データ作成に係る定期作業【月２回程度】 

各システムの統計データ作成機能やデータ抽出プログラムを使用して月次統計データ作

成及び出力処理を実施すること。 

カ 医事会計システムに係る定期作業【月３回程度】 

医事会計システムの診療報酬請求業務に係る定期処理を実施すること。 

  キ 医事会計システムに係る随時作業 

(ｱ) 使用不可患者の医事会計システム登録作業 

(ｲ) 災害患者の医事会計システム新患登録作業 

(ｳ) 長期収載品の選定療養費徴収に伴う医事会計システム登録作業 

(ｴ) DPC チェックツールの更新作業 

ク システム保守定例会・システム連絡票棚卸会議への参加【月３回程度】 

委託者と保守業者が行う定例会・会議に現場責任者を参加させ、委託者とともに保守業者

との病院総合情報システム等の保守及び運用に関する調整を行うこと。 

ケ その他会議・打合せ・研修への参加【月数回程度】 

ク以外の会議・打合せ・研修について、必要に応じてオペレーターを参加させること。 

  コ 次期システムワーキングへの参加【随時】 

    次期病院総合情報システムの導入に向けたワーキング等に必要に応じて現場責任者を参

加させ、現行契約履行で得られたノウハウ等を基にアドバイス等を行うこと。 

サ システム操作研修準備【年２回程度】 

当院職員が行うシステム操作研修のために研修用パソコンの準備（設定・設置等）を行う

こと。また、委託者から要請があった場合、研修に立会って当院職員の補佐及び質問対応を

行うこと。 

シ 法定停電対応【年１～２回程度】 

法定停電に伴い、ハードウェアやサーバールームの空調の電源切替等を行う必要があるた

め、委託者と共同して作業を行うこと。 

ス サーバー再起動【年１～２回程度】 

病院総合情報システム等のサーバーの再起動を行うこと。 

  セ 院内 Wi-Fi 利用設定【随時】 

当院職員からの利用申請に対し、受付・設定・通知・管理等の作業を行うこと。 

  ソ 各種部門システムへの運用支援【随時】 

当院職員からの依頼に基づき、問合せ対応・設定・起動確認・調整・部品交換・マスタ管

理等の作業を行うこと。 

  タ 電子カルテシステム周辺機器への対応【随時】 

    当院職員からの依頼に基づき、ナースカート用バッテリーの展開・院内スマートフォン対

応（問合せ対応・設定・起動確認・調整・交換等）・その他周辺機器への対応を行うこと。 

  チ その他【随時】 

その他、委託者が受託者に病院総合情報システム等の運用支援を新たに依頼する場合は、

委託者受託者協議のうえで対応を決定する。 

 

(2)-2 横浜市医療局病院経営本部行政情報ネットワーク（病院 YCAN）に係る個別運用支援 

ア ソフトウェアの不具合等によりリカバリが必要なパソコンについて、リカバリを行うこと

（作業時間１台約 60 分、年間 20 台程度）。 



イ リカバリを行ったパソコン又は新たに購入したパソコンについて、委託者から提示された

手順書を基に基本設定を行うこと（作業時間１台約 60 分、年間 70 台程度）。 

ウ 当院職員から依頼があった場合、委託者から提示された手順書を基に Microsoft Outlook

にメールアドレスの設定やメールデータの移行を行うこと。 

エ 当院職員から依頼があった場合、委託者から提示された手順書等を基に各種アップデート

作業の周知等を行うこと、 

 

(2)-3 横浜市医療局病院経営本部電子メールシステム（病院 Web メール）に係る個別運用支援 

ア 病院 Web メール初回利用手順（MAF 認証）の支援を行うこと。 

イ 事前に取り決めた手順に基づき、迷惑メール等の開放作業を行うこと。 

 

(3) 病院総合情報システム等に係る障害・不具合対応 

ア 一次切り分け 

病院総合情報システム等に障害や不具合又はランサムウェアを含むコンピューターウイ

ルス感染（以下「障害等」という。）と疑われる事象が発生した場合、その内容及び影響範囲

を調査し、一次切り分けを行うこと。 

イ 診療継続支援 

委託者又は保守業者の指示のもと、保守業者が用意している待機系システムへの切換えや、

コールドスタンバイ機への切換え作業を実施するとともに、院内周知を支援すること。 

ウ 復旧対応 

(ｱ) ソフトウェア又はデータベースの障害等が発生している場合の対応 

アの一次切り分けの後、ソフトウェア又はデータベースに障害等が発生していると推定

される場合、その障害等が特定の状況下で起きるものか、再現性のあるものかなどを検証

し、診療に影響を及ぼすものか確認すること。障害等が診療に影響を及ぼしている場合は、

これを復旧することを最優先とし、場合によっては障害等の原因究明より運用対処による

問題回避を優先させるようにすること。オペレーターでは復旧対応を行えず、委託者又は

保守業者が復旧対応を行う場合は、委託者又は保守業者の作業支援をすること。 

ソフトウェア又はデータベースを復旧することができ、障害等の原因が特定できた場合

は、委託者や保守業者と協力して再発を防ぐための手立てを講じるとともに運用対処が必

要な場合はその周知方法を委託者と共同で検討し、周知すること。 

(ｲ) ハードウェアの障害等が発生している場合の対応 

アの一次切り分けの後、ハードウェアに障害等が発生していると推定される場合、当該

ハードウェアの交換により復旧する見込みがあるのか、見込みがない場合は何の作業を行

うことにより復旧の見込みが立つのかを検証すること。 

ハードウェアの交換により復旧する見込みが立った場合は、関係部門の担当者と調整を

行い、交換作業を行う又は保守業者による交換作業に立ち合い、交換作業後に管理ツール

やシステムログを用いて、当該ハードウェアが正常に復旧しているか必ず確認すること。 

なお、ハードウェアの交換により設定情報等が復旧前と異なるものになってしまった場

合は、設定情報等が記載されているドキュメントを更新するなどして差異情報を確実に記

録すること。 

エ 障害・不具合対応の記録 

アからウで対応した障害・不具合について、日時、内容の詳細、影響範囲、対応及び復旧

方法を記録すること。また、記録した障害等の対応について、種類別に分類し、必要に応じ

て集計や分析をできるようにすること。 

オ 事後対応 

エの記録を基に対応報告書を作成し委託者へ提出するとともに、行った対応について直接

委託者に報告すること。また、同様の障害等の再発を防ぐため、委託者と協力して再発防止

策を検討し、実施すること。 

 

(4) 停電・災害等の緊急対応 

ア 停電 

電気設備や電力系統のトラブル等によりサーバーやクライアントへの電力供給が停止し

た場合、バッテリー切れによるシャットダウン等により障害等が発生する可能性がある。対



象システム等に障害等が発生した場合、(3)と同様に対応を行うこと。 

イ 地震 

オペレーターが地震を体感した場合又は当院の所在区において地震が発生した旨の連絡

があった場合、対象システム等（特にサーバー）が正常稼働しているか確認すること。確認

の結果、障害等が発生していた場合、(3)と同様に対応を行うとともに直ちに保守業者や委

託者に状況を報告すること。 

障害等が発生していない場合も地震の震度が４以上であった場合は、速やかに委託者に状

況を報告すること。 

ウ その他の災害 

停電・地震以外の災害が発生した場合も必要に応じて(3)と同様の対応を行うこと。 

エ 大規模な災害 

大規模な災害により対象システム等に深刻な障害等が発生し、短時間での復旧が困難な場

合は、復旧対応を行う代わりに最善と考えられる対応を行うこと。 

この際、病院における最重要事項は医療機能の確保であるため、オペレーターも病院スタ

ッフの一員として、可能な範囲で人道的な作業の支援等を行うこと。 

オ 災害時診療継続システムの運用支援 

病院が準備している災害時診療継続システムの運用について、暗号化ハードディスクの配

布、操作方法の周知及び問合せ対応等を行うこと。平時においてはこれらが災害時に稼働す

るよう、定期的に点検をすること。 

カ 遠隔地バックアップからのシステム復旧支援 

 病院が準備している遠隔地バックアップからのシステム復旧について、システム保守業者

や病院職員の指示に従い状況確認、操作方法の周知及び問合せ対応等を行うこと。 

  キ 災害対策訓練への参加 

    病院総合情報システム等の災害対策訓練について、病院からの要請に応じて現場責任者・

オペレーターを参加させること。 

 

12 業務報告・連絡 

(1) オペレーターが行った業務及び問合せ対応内容について記載した業務日報を作成し、これ

を翌営業日に委託者へ提出するとともに報告を行うこと。業務日報の様式については、委

託者受託者協議のうえで決定する。 

(2) 障害・不具合対応等の緊急度が高いものについては、随時委託者に報告することを心掛け、

判断に迷う事柄については委託者の指示を仰ぐようにすること。 

(3) 委託者やシステム保守業者との連絡に使用するため、全オペレーターを含むメーリングリ

ストを作成すること。 

 

13 ドキュメント管理 

病院総合情報システム等の運用管理に必要なドキュメント（電子媒体を含む書類）を適切に管

理すること。 

また、運用管理を行うにあたり不足しているドキュメントがある場合は、必要に応じて受託者

が作成するか、委託者の了承を得たうえで保守業者等に提供を依頼すること。 

なお、運用管理に必要なドキュメントの例は以下のとおりである。 

(1) システムやネットワークの構成図・設定情報 

(2) サーバーやクライアントの配置図・管理台帳 

(3) ソフトウェアのメディア・説明書・保証書 

(4) システムやソフトウェアの操作マニュアル・運用マニュアル・障害対応マニュアル 

(5) 保守業者等からの作業・修理報告書 

(6) 当院職員等から提出された各種申請書類 

 

14 引継ぎ 

ア 旧受託者からの引継ぎ 

履行期間内において、病院総合情報システム等運用管理業務を以前受託していた者（旧受

託者）からの引継ぎがある場合、引継ぎを受けること（ただし、これは引継ぎがあることを

保証するものではない。）。 



イ 対象システム等の追加・変更 

対象システム等に追加又は変更があった場合は、その内容や仕様、設定及び運用手順につ

いて、委託者やシステム導入業者・保守業者から説明（引継ぎ）を受けること。 

ウ 契約終了 

履行期間の満了等により契約を終了する場合、受託者は本業務の履行にあたって作成した

ドキュメント・各種マスタ及びツール（プログラム）を委託者に引き渡すこと。受託者が契

約の締結前から権利を有しているドキュメントを改変することにより作成されたドキュメ

ントについては、委託者が当院内で使用する限りにおいて、改訂・再配布等を認めること。 

エ 新受託者への引継ぎ 

契約の完了等により受託者が変更となる場合、委託者からの求めに応じて、受託者は次に

病院総合情報システム等運用管理業務を受託する者（以下「新受託者」という。）への引継ぎ

を本業務の履行期間内において行うこと。引継ぎは書面や口頭による説明のみでなく、新受

託者を現場に同行させるなどし、作業方法について詳細に説明すること。また、引継ぎ期間

は１か月以上設けることを前提とし、月次業務を一通り説明して新受託者が初日から適切に

業務を遂行できるように努めること。 

なお、引継ぎにあたり以下の準備を行うこと。 

(1) 業務内容や作業手順を記載した業務引継書の作成 

(2) マニュアル等のドキュメントの整理 

(3) ツール（プログラム）等の整理 

 

15 経費負担 

ア 本業務に付随して必要となる次の物については、委託者が用意する。なお、これらは委託者

の許可がある場合を除き、当院外に持ち出して使用してはならない。 

(1) 本業務の履行において必須となる消耗品（マウスや LAN ケーブル等のパソコン用品、パソ

コン清掃用品） 

(2) 本業務の履行において必須となる備品（パソコン、内線電話、机等の什器） 

イ 本業務に付随して必要となる次の経費については、受託者の負担とする。ただし、これ以外

の経費が必要となった場合は、委託者受託者協議のうえで決定する。 

(1) 受託者の交通費及び宿泊費 

(2) 受託者のみが使用する消耗品・備品・書籍等の購入費、資料等の印刷費 

(3) 受託者が連絡・伝達を行うにあたって必要となる通信費 

(4) その他、本仕様書に基づく業務の履行に伴い受託者に生じる経費 

 

16 適用文書 

受託者は、本業務を遂行するにあたり、以下の約款・特記事項・ガイドラインを遵守すること。 

なお、「市長」は「病院事業管理者」、「横浜市契約規則」は「医療局病院経営本部契約規程」と読み

替えるものとする。 

(1) 横浜市 委託契約約款 

(2) 横浜市 電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

(3) 横浜市 個人情報取扱特記事項 

(4) 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」 

(5) 経済産業省・総務省「医療情報を取り扱う情報システム・サービスの提供事業者における安

全管理ガイドライン」 

 

17 特記事項 

(1) 委託者及び受託者は、委託業務遂行上知り得た秘密情報を委託業務中のみならず、委託業務

終了後も相手方の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩してはならない。 

(2) 本仕様書に定めのない事象が生じたとき、又は本仕様書の内容に疑義が生じたときは、委託

者受託者協議のうえ、解決を図るものとする。 



（別紙１） 

委託契約約款 第 22 条第 1項に係る特記仕様書 

 

 本委託業務は委託契約約款第 22 条第１項（以下、「全体スライド条項」という。）を適用

する契約である。 

 

１ 本委託業務における人件費とは、受託者が本委託業務に直接従事する者に、本委託業

務に従事した対償として支払う、労働基準法（昭和 22 年４月７日法律第 49 号）第 11 条

に規定する賃金をいう。 

本委託業務に直接従事する者に対する健康保険、厚生年金保険、労働保険等の事業者

負担額及び児童手当拠出金等の法定福利費は、       として計上すること。 

 

２ 本委託業務における賃金水準又は物価水準は、次のものをいう。 

 (1) 賃金水準 

  □ 労務単価（該当労務単価：           ） 

  □ 神奈川県最低賃金（以下、最低賃金という。） 

 (2) 物価水準 

  □ 物品の単価（該当物品：           ） 

□ 消費者物価指数 全国（生鮮食品を除く総合）（以下、物価指数という。） 

□  労務単価を基に算出した経費 

 

３ 本契約の変更金額算出方法は次のとおりとする。 

□ 本市設計書による算出（該当労務単価及び物品の単価は２のとおり） 

□ 委託契約約款第２条に規定する、受託者から提出された内訳書 

（以下、「受託者の内訳書」という。）による算出 

 （ただし、人件費については、受託者の内訳書中の人件費に、契約締結時の最低賃

金と、変更請求時の最低賃金を比較した変動率を乗じた値を上限とし、物品費に

ついては、受託者の内訳書中の物品費に、契約締結時の物価指数と変更請求時の

物価指数の変動率を乗じた値を上限とする。） 

□ 上記２種の併用 

  (1) ア 労 務 単 価 使 用 項 目                 

    イ アに付随する費用の使用項目              

  (2) 受託者の内訳書使用項目                    

  

令和４年４月版 

















 





 
 
 

 



 

 
 





電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項 

 

（情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 この特記事項（以下「特記事項」という。）は、委託契約約款（以下

「約款」という。）の特記条項として、電子計算機処理等の委託契約に関する

横浜市（以下「委託者」という。）が保有する情報の取扱いについて、必要な

事項を定めるものである。 

２ 情報を電子計算機処理等により取り扱う者（以下「受託者」という。）は、情

報の保護の重要性を認識し、この契約による業務（以下「本件業務」という。）

を遂行するための情報の取扱いに当たっては、委託者の業務に支障が生じ

ることのないよう、適正に取り扱わなければならない。 

（定義） 

第２条 特記事項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 電子計算機処理等 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄

積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理

をいう。ただし、専ら文章を作成するための処理、専ら文書図画の内容を

記録するための処理、製販その他の専ら印刷物を制作するための処理及

び専ら文書図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理を

除く。 

(2) 不開示情報 横浜市の保有する情報の公開に関する条例（平成12年条

例第１号）第７条第２項に規定する不開示情報をいう。 

(3) 不開示資料等 不開示情報が記録された、文書、図画、写真、フィルム

及び電磁的記録をいう。 

（適正な管理） 

第３条 受託者は、本件業務に係る情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等

（以下「漏えい等」という。）の防止その他の情報の適正な管理のために必要

な措置を講じなければならない。 

２ 受託者は、情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、情報の適正

な管理を実施する者として本件業務に係る情報の管理責任者を選任しなけ

ればならない。 

３ 受託者は、電子計算機を設置する場所、情報を保管する場所その他の情

報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定めるとともに、作業場所に係

る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならな

い。 

４ 受託者は、本件業務に着手する前に前３項に定める管理責任体制及び安

全対策その他の安全管理措置について、委託者に報告しなければならな

い。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して

異議を申し出た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならな

い。この場合において、当該変更に経費を要するときは、その費用負担は委

託者と受託者とが協議して決定する。 

６ 受託者が準備する本件業務の履行に必要となる端末、ネットワーク機器等

は、ソフトウェアの最新状態を維持し、コンピュータウイルス等の定期的な検

査を実施しなければならない。やむを得ずこれと異なる対応を行う場合に

は、受託者は委託者に理由を示して事前に承諾を求めなければならない。 

７ 受託者は、情報システムに関する本市の意図しない変更が生じないよう、

変更前に委託者へ確認を求めなければならない。 

（従事者の監督等） 

第４条 受託者は、本件業務に従事している者が、本件業務に関して知り得た

不開示情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう、必

要かつ適切な監督、指導を行わなければならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第５条 受託者は、本件業務を遂行するために必要な範囲内で、適正かつ公

正な手段により情報を収集しなければならない。 

（禁止事項） 

第６条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本

件業務に係る情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 本件業務を処理する目的以外での利用 

(2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむ

を得ないものを除く） 

(3) 作業場所の外への持ち出し 

（再委託の禁止等） 

第７条 受託者は、本件業務を遂行するための不開示情報を自ら取り扱うもの

とし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面

による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件業務に係る情報を第三者に

取り扱わせる場合には、情報の保護に関し、特記事項と同等の内容及び委

託者が指示する事項について、当該第三者（会社法（平成17年法律第86

号）第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再受託者」という。）との間で

約定しなければならない。２以上の段階にわたる委託（以下「再々委託等」と

いう。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託者又はこれに類する者に

求めなければならない。 

３ 再受託者が本件業務に係る情報を第三者に取り扱わせる場合にあって

は、受託者は、当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。）

における情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容

を委託者に報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項

ただし書の承諾に相当する承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合

も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、情報の漏えい等の危険性が低いものとし

て委託者が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託

等」と総称する。）を含む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじ

め委託者に報告した場合には、第１項ただし書の承諾及び前項に規定する

受託者による承諾を要しない。 

５ 第３条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

（不開示資料等の返還等） 

第８条 受託者は、本件業務を遂行するために委託者から貸与され、又は受

託者が収集し、複製し、若しくは作成した不開示資料等を、業務の遂行上使

用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたとき

は、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他

の方法により処理（以下「返還等」という。）するものとする。ただし、委託者が

これと異なる指示をした場合にはこの限りではない。 

２ 前項の場合において、当該不開示資料等の消去又はその他の方法による

処理を実施する場合は、復元困難な消去、焼却、シュレッダー等による裁断

等当該情報が第三者の利用に供されることのない方法によらなければならな

い。 

３ 第１項の場合において、受託者が正当な理由なく指定された期限内に不

開示資料等の返還等をしないときは、委託者は、受託者に代わって当該不

開示資料等を回収し、又は廃棄することができる。この場合において、受託

者は、委託者の回収又は廃棄について異議を申し出ることができず、委託

者の回収又は廃棄に要した費用を負担しなければならない。 

（報告及び検査） 

第９条 委託者は、情報を保護するために必要な限度において、委託契約期

間中、受託者に対して、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況につ

いて、報告を求めることができる。 

２ 委託者は、委託契約期間中必要と認めた場合は、情報の管理の状況及び

委託業務の履行状況について、作業場所において検査することができる。 

３ 前２項の場合において、報告又は検査に直接必要な費用は、受託者の負

担とする。ただし、委託者の事情により、過分の費用を要した分については、

委託者が負担する。 

（事故発生時等における報告） 

第10条 受託者は、委託者の提供した情報並びに受託者及び再受託者が本

件業務のために収集した情報について、火災その他の災害、盗難、漏え

い、改ざん、破壊、コンピュータウイルスによる被害、不正な利用、不正アク

セス等の事故が生じたとき、又は生ずるおそれがあることを知ったときは、速

やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了

し、又は解除された後においても同様とする。 

（引渡し） 

第11条 受託者は、約款第28条第２項の規定による検査（以下「検査」とい

う。）に合格したときは、直ちに、契約の履行の目的物を納品書を添えて委託

者の指定する場所に納入するものとし、納入が完了した時をもって契約の履

行の目的物の引渡しを完了したものとする。 

（契約の解除及び損害の賠償） 

第12条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は

受託者に対して損害賠償を請求することができる。 

(1) 本件業務を遂行するために受託者が取り扱う不開示情報について、受

託者の責に帰すべき理由による漏えい等があったとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、特記事項に違反し、本件業務の目的を達成

することができないと認められるとき。 

２ 前項第１号の不開示情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任

は、不開示情報の漏えい等が、受託者が再委託等をし、当該再委託等先にお

いて発生した場合であっても、当該受託者が負うものとする。 

３ 委託者は、受託者が検査に不合格となったときは、この契約を解除すること

ができる。 

（著作権等の取扱い） 

第13条 この契約により作成される成果物の著作権等の取扱いについては、

約款第５条の規定にかかわらず、次の各号に定めるところによる。 

(1) 受託者は、著作権法（昭和45年法律第48号）第21条（複製権）、第26条

の３（貸与権）、第27条（翻訳権、翻案権等）及び第28条（二次的著作物の

利用に関する原著作者の権利）に規定する権利を、目的物の引渡し時に

委託者に無償で譲渡するものとする。 

(2) 委託者は、著作権法第20条（同一性保持権）第２項第３号又は第４号に

該当しない場合においても、その使用のために、この契約により作成され

る目的物を改変し、任意の著作者名で任意に公表できるものとする。 

(3) 受託者は、委託者の書面による事前の同意を得なければ、著作権法第

18条（公表権）及び第19条（氏名表示権）を行使することができないものと

する。 

(4) 受託者がこの契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、

受託者に留保されるものとする。この場合において、受託者は、委託者に

対し、当該著作物について、委託者が契約の履行の目的物を使用するた

めに必要な範囲で、著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、著作物の利用について設計図書で別段の定め

をした場合には、その図書の定めに従うものとする。 



３ 受託者は、この契約によるすべての成果物が、第三者の著作権、特許権そ

の他の権利を侵害していないことを保証するものとする。ただし、委託者の責

に帰すべき事由に起因する権利侵害となる場合は、この限りではない。 

（最近改正：令和７年７月１日） 



「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」改正についてのご案内 

 

令和７年７月１日付で、横浜市の委託約款に添付される「電子計算機処理等の契約に関す

る情報取記事項」（以下「特記事項」といいます）を改正しました。この案内では、改正さ

れた部分のみを取り上げています。その他の詳細については、必ず改正後の特記事項をご確

認ください。 

改正後の特記事項は令和７年７月１日以降に実施される契約手続きに適用されます。すで

に契約手続きが完了している案件や、契約期間中の案件に対して変更を求めるものではあり

ません。 

１ 端末やネットワーク機器の脆弱性対策（第３条第６項） 

受託者が準備した端末等を使用する場合、次の対策を求めます。 

(1) ソフトウェアを常に最新の状態に保ってください。 

(2) コンピュータウイルス等の定期的な検査を実施してください。 

(3) (1)(2)の対応が困難な場合は、その理由を明示し、事前に委託者の承諾を得てくだ

さい。 

２ システムの意図しない変更の防止（第３条第７項） 

情報システムに関して、委託者の意図しない変更が発生しないよう、変更前に必ず委託

者に確認を求めてください。「意図しない変更」とは、当初の想定と異なるシステムの変

更全般を指します。 

３ 従事者への適切な指導（第４条） 

不開示情報の漏えいを防ぐため、受託者は従事者に対して必要かつ適切な指導を行って

ください。 

４ 不開示資料等の返還等（第８条） 

(1) 委託者から特段の指示がない限り、不開示資料等は返還または適切に処分する必要

があります。 

(2) 契約終了後もシステムの保守・運用等で不開示資料等が必要な場合は、事前に委託

者と協議してください。 



令和７年６月 25日 

 

（委託者向け）「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」の令和７

年７月１日改正に関する事項に関するチェックリスト 

最近、「委託した業者から情報が漏れてしまう事故」や、「自治体自体を標的にするの

ではなく、外部業者のセキュリティの甘さを狙ったサイバー攻撃」が多く発生しています。

こうした問題を防ぐためには、外部の業者を選ぶときや契約を結ぶときに、どのように情

報を守ってもらうかをしっかり確認し、必要な対策を求めることが大切です。今回の改正

で最低限守ってほしいことを「電子計算機処理等の契約に関する情報取扱特記事項」（以

下「特記事項」という。）に追記しました。 

このチェックリストは、本市の委託約款に添付する特記事項の改正に伴い、委託者と受

託者の双方が円滑に委託業務を進められるように作成したものです。 

特記事項の改正部分のみを記載しています。その他の確認事項については特記事項を必

ずご確認ください。 

【委託者（職員）のチェック項目】 

１ 改正後の特記事項の添付要否 

契約の申込みの誘引（公告、指名通知、見積通知）はいつですか。 

□令和７年７月１日以降 →改正後の特記事項を利用する。 

□令和７年６月 30日以前 →改正前の特記事項を利用する。 

□契約の期中である →対応不要。 

２ 改正により対応が必要になった事項 

「受託者向け案内文書」を利用して特記事項の改正を受託者へお伝えください。 

(1)  受託者が準備した端末やネットワーク機器の脆弱性対応（３条６項） 

【受託者への確認事項】 

ア 受託者の準備する端末やネットワーク機器のソフトウェアの最新状態の維持 

イ 受託者の準備する端末やネットワーク機器のコンピュータウイルス等の定期的

な検査の実施 

ウ やむを得ず上記ア及びイと異なる対応を行う場合には、受託者は委託者に理由

を示して事前に承諾を求めること 

□本委託で受託者が準備した端末等を利用する場合には、脆弱性対策として【受

託者への確認事項】ア及びイを受託者に実施してもらうこと。【受託者への確

認事項】ウに該当する場合は、脆弱性対策について十分確認すること。 

  



(2)  システムの意図しない変更の防止のための対策（３条７項） 

本市が意図しない変更が生じないよう、事前に内容を確認する必要があります。

ここでいう「意図しない変更」とは、当初の想定と異なるシステムの変更全般を指

します。 

□情報システムの変更前に受託者が本市（委託者）へ内容を確認するように運用

を見直すこと。 

(3)  従事者の指導義務を確認（４条） 

改正前は監督のみを求めていましたが明示的に指導するように変更しました。 

□不開示情報の漏えいを防ぐため、受託者に従業員に対する指導を実施してもら

うこと。 

(4)  不開示資料等の返還等（８条） 

契約終了時に不開示資料等を返還若しくは消去することを義務化しました。次年

度も引き続き同じ業務を委託する場合等、返還若しくは消去しなくても良い場合は

受託者へ指示してください。 

□契約終了時に不開示資料等を返還若しくは消去するように周知すること。不開

示資料等の返還等を求めない場合には、適切な保管を求める等、委託者から受

託者に具体的な措置を伝えること。 
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